
第

二

千

五

百

五

十

五

号

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の

指
定

(

環
境
管
理
課)

三
八
七
ペ
ー
ジ

○
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

三
八
七

○
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

同

)

三
八
八

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

三
八
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
八
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

三
八
九

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定

(
恵
那
農
林
事
務
所)

三
八
九

公
安
委
員
会
告
示

○
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
の
変
更

(

交
通
企
画
課)

三
八
九

公

示

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

建
設
政
策
課)
三
九
〇

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

三
九
一

正

誤

○
道
路
の
区
域
変
更
中
訂
正

(

道
路
維
持
課)

三
九
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

(

以
下

｢

要
措
置
区
域｣

と
い
う
。)

を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

要
措
置
区
域

多
治
見
市
笠
原
町
字
梅
平
四
〇
二
四
番
四
五
〇
の
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

土
壌
汚
染
対
策
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
示
措
置

地
下
水
の
水
質
の
測
定

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

理
容
師
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
六
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日



平
成
二
六
・
一
一
・
一
〇

開
催
年
月
日

同

一
二
・

一

同

一
一
・
一
七

平
成
二
六
・
一
一
・
一
〇

開
催
年
月
日

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

羽
島
市
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

羽
島
市
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

同

一
二
・

一

同

一
一
・
一
七

衛
生
管
理

衛
生
管
理

同 同

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

小
早
川

隆
敏

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
一
四
番
二
〇
号
ザ
・
ス
ク
エ
ア
二
階

三

開
催
日
等

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

美
容
師
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)

第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
六
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

小
早
川

隆
敏

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
一
四
番
二
〇
号
ザ
・
ス
ク
エ
ア
二
階

三

開
催
日
等

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
大
井
町
字
奥
戸
二
六
九
六
の
五
・
二
六
九
六
の
六
七
・
二
六
九
六
の
八
六
・
二
六
九
七

の
二
一(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三�
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
大
井
町
字
奥
戸
二
六
九
六
の
五
・
二
六
九
六
の
六
七
・
二
六
九
六
の
八
六
・
二
六
九
七

の
二
一(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三�
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

下

石

笠

原

市
之
倉
線

路
線
名

区

間

多
治
見
市
市
之
倉
町
一
〇
丁

目
市
之
倉
川
右
岸
堤
防
敷
地

先(

一
八
二
番)

か
ら

同

市
同

町
一
〇
丁

目
二
六
八
番
一
地
先
ま
で

区

間

Ａ
後

Ｂ Ａ
前

Ｂ
区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･���･�〜��･� ��･�〜��･���･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ��･����･� ��･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) Ａ

及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

一
般
国
道

下

石

笠

原

市
之
倉
線

多
治
見
市
市
之
倉
町
一
〇
丁
目
市

之
倉
川
右
岸
堤
防
敷
地
先(

一
八

二
番)

か
ら

同

市
同

町
一
〇
丁
目
二

七
〇
番
地
地
先
ま
で ��･�

平
成
��･�･��
平
成
��･�･��

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
大
井
町
字
奥
戸
二
六
九
六
の
五(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
恵
那
農
林
事
務
所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
号

交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
県
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
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平
成
二
十

六
年
四
月

八
日

平
成
二
十

六
年
三
月

二
十
七
日

取
消
年
月

日

有
限
会
社

梅
地
土
建

有
限
会
社

安
八
工
業

所 商
号
又
は

名
称

代
表
取
締

役

梅
地

清
澄

代
表
取
締

役

西
松

敬
一

代
表
者
の

氏
名

高
山
市
清
見
町

牧
ヶ
洞
四
七
〇

安
八
郡
安
八
町

中
一
四
九
八

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
二
十
三
―

一
四
一
五
〇

般
二
十
二
―

二
〇
〇
八
五

五 許
可
番
号

管
工
事
業

管
工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

平
成
二
十

平
成
二
十

六
年
五
月

八
日

平
成
二
十

六
年
五
月

二
日

平
成
二
十

六
年
四
月

三
十
日

平
成
二
十

六
年
四
月

二
十
八
日

平
成
二
十

六
年
四
月

二
十
五
日

平
成
二
十

六
年
四
月

二
十
一
日

平
成
二
十

六
年
四
月

十
一
日

平
成
二
十

六
年
四
月

十
一
日

平
成
二
十

六
年
四
月

八
日

Ｔ
ｏ
ｐ

有
限
会
社

寶
昇
建
設

岐
西
鉄
工

株
式
会
社

Ｔ
Ｉ
Ｍ

京
極
建
設

株
式
会
社

ウ
ェ
ル
テ
ッ

ク 三
好
建
築

エ
ム
興
業

飛
高
建
設

株
式
会
社

若
林
左
官

代
表
取
締

代
表
取
締

役

日
下

部
友
信

代
表
取
締

役

浅
野

正
尚

松
垣
博

京
極
勇

代
表
取
締

役

三
浦

吉 三
好
勝
也

宮
下
文
彦

代
表
取
締

役

遠
藤

幸
一

若
林
武

恵
那
市
飯
地
町

下
呂
市
森
六
二

三
番
地
五

岐
阜
市
西
荘
一

丁
目
一
五
番
三

〇
号

各
務
原
市
那
加

桐
野
町
一
丁
目

七
五
番
地

瑞
穂
市
別
府
一

〇
〇
九
番
地

羽
島
郡
岐
南
町

上
印
食
三
丁
目

七
三
番
地
二

岐
阜
市
寺
田
一

丁
目
七
五
番
地

高
山
市
下
之
切

町
一
三
九
―
二

〇 高
山
市
山
田
町

一
一
三
〇
番
地

の
三

高
山
市
漆
垣
内

町
一
四
八
二
番

地
三

特
二
十
五
―

般
二
十
一
―

一
二
三
三
〇

般
二
十
四
―

一
〇
一
八
五

三 般
二
十
四
―

一
〇
一
八
三

四 般
二
十
五
―

一
〇
〇
四
二

一 般
二
十
一
―

一
〇
二
二
三

六 般
二
十
五
―

一
〇
一
九
八

五 般
二
十
二
―

八
五
〇
二
三

一 特
二
十
五
―

八
五
〇
〇
九

六 般
二
十
二
―

八
五
〇
二
三

二

土
木
工
事
業

土
木
、
建
築
及
び
と

び
・
土
工
工
事
業

鋼
構
造
物
工
事
業

建
築
及
び
内
装
仕
上

工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

電
気
工
事
業

大
工
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

建
築
、
大
工
、
左
官
、

石
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・

れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
、

鋼
構
造
物
、
鉄
筋
、

し
ゅ
ん
せ
つ
、
板
金
、

ガ
ラ
ス
、
塗
装
、
防

水
、
内
装
仕
上
、
熱

絶
縁
、
建
具
及
び
水

道
施
設
工
事
業

左
官
工
事
業

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

一

変
更
の
内
容

住
所

(

変
更
前)

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号(

岐
阜
県
庁
内)

(

変
更
後)

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
一
二
号

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日

公

示

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(
廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十

六
年
五
月

十
五
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
五
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
五
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
五
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
三
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
二
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
二
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
二
日

六
年
五
月

八
日

株
式
会
社

大
井
工
務

店 有
限
会
社

中
津
川
緑

化
セ
ン
タ

ー 株
式
会
社

光
測
量
コ

ン
サ
ル
タ

ン
ト

有
限
会
社

ヤ
マ
カ
商

事 株
式
会
社

�
田
組

有
限
会
社

郷
工
務
店

梅
村
建
築

木
下
土
木

Ｒ
ｕ
ｎ
ｎ

ｅ
ｒ
株
式

会
社

代
表
取
締

役

今
井

元
正

代
表
取
締

役

近
藤

良
三

代
表
取
締

役

吉
川

義
康

取
締
役

大
山
恵
市

代
表
取
締

役�
田

泰
樹

代
表
取
締

役

郷
潔

梅
村
光
夫

木
下
昌
亮

役

舘
林

正
孝

恵
那
市
長
島
町

永
田
三
三
二
番

地
八

中
津
川
市
茄
子

川
一
六
四
二
番

地
の
二
九

中
津
川
市
小
川

町
二
番
八
号

中
津
川
市
中
津

川
一
一
五
九
―

二 揖
斐
郡
揖
斐
川

町
清
水
一
五
七
―

一 山
県
市
平
井
六

二
一

揖
斐
郡
揖
斐
川

町
白
樫
九
四
六

可
児
郡
御
嵩
町

中
八
五
〇
―
二

八 二
八
九
七

般
二
十
三
―

七
〇
〇
三
四

五 般
二
十
三
―

七
〇
〇
〇
三

二 般
二
十
二
―

七
〇
〇
四
五

〇 般
二
十
一
―

七
〇
〇
二
六

八 特
二
十
四
―

五
九
五

般
二
十
二
―

一
〇
〇
七
三

一 般
二
十
三
―

一
五
七
三
九

般
二
十
三
―

一
五
九
三
七

六
〇
〇
五
七

二

建
築
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工
、

石
及
び
造
園
工
事
業

土
木
、
建
築
、
大
工
、

と
び
・
土
工
、
石
、

屋
根
、
電
気
、
タ
イ

ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ

ク
、
鋼
構
造
物
、
ほ

装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、

塗
装
、
内
装
仕
上
、

造
園
及
び
水
道
施
設

工
事
業

造
園
工
事
業

建
築
工
事
業

造
園
工
事
業

建
築
工
事
業

土
木
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

平
成
二
十

六
年
五
月

二
十
九
日

平
成
二
十

六
年
五
月

二
十
三
日

平
成
二
十

六
年
五
月

二
十
日

平
成
二
十

六
年
五
月

二
十
日

平
成
二
十

六
年
五
月

二
十
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
九
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
九
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
五
日

平
成
二
十

六
年
五
月

十
五
日

市
原
木
材

株
式
会
社

古
田
建
材

株
式
会
社

辰
家
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ

ン 蜂
矢
工
業

熊
谷
建
設

瑞
岐
建
築

株
式
会
社

ギ
ダ
イ

株
式
会
社

フ
ジ
ワ
テ

ク
ノ
ス

中
菱
テ
ク

ニ
カ
株
式

会
社

代
表
取
締

役

市
原

崇
光

古
田
啓
人

代
表
取
締

役

早
野

達
貴

蜂
矢
剛

熊
谷
要
市

伊
藤
博
義

代
表
取
締

役

山
北

昌
広

代
表
取
締

役

伊
藤

明
範

代
表
取
締

役

萩
義

弘

可
児
市
谷
迫
間

五
四
一
番
地
の

一 美
濃
市
生
櫛
二

七
八
番
地

岐
阜
市
北
島
七

丁
目
一
六
番
一

四
号

中
津
川
市
茄
子

川
一
五
一
―
二

五
〇

中
津
川
市
付
知

町
三
八
三
二
番

地
七

土
岐
市
土
岐
津

町
高
山
一
七
四

番
地
の
一

岐
阜
市
上
土
居

七
四
七
番
地
一

七 恵
那
市
上
矢
作

町
一
八
八
三
番

地 中
津
川
市
手
賀

野
三
番
地
の
一

般
二
十
一
―

五
〇
〇
二
〇

八 般
二
十
一
―

三
五
〇
一
九

七 般
二
十
三
―

一
〇
一
七
六

六 般
二
十
一
―

七
〇
〇
二
七

二 般
二
十
四
―

三
三
二
四

般
二
十
一
―

一
六
七
〇
九

般
二
十
三
―

九
三
八
〇

般
二
十
二
―

七
〇
〇
四
四

二 般
二
十
三
―

七
〇
〇
三
五

五

建
築
工
事
業

石
、
鋼
構
造
物
、
ほ

装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
及

び
水
道
施
設
工
事
業

建
築
及
び
タ
イ
ル
・

れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク

工
事
業

土
木
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

建
築
工
事
業

建
築
工
事
業

建
築
、
ガ
ラ
ス
、
内

装
仕
上
及
び
建
具
工

事
業

管
及
び
機
械
器
具
設

置
工
事
業

土
木
、
建
築
、
電
気
、

管
、
機
械
器
具
設
置

及
び
消
防
施
設
工
事

業

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
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同
岐
西
建
築
第
九
四
号
の
二

四同

二
六
・

一
・

九

同
岐
西
建
築
第
九
四
号
の
二

三同

二
五
・
一
二
・
一
三

同
岐
西
建
築
第
九
四
号
の
二

二同

二
五
・
一
二
・
一
〇

同
岐
西
建
築
第
一
三
号

の
五

同
二
六
・

五
・
二
〇

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
九

三
号
の
二
七

平
成
二
六
・

二
・

六

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

同

市
本
田
字
高
田
三
九
五
番
一
及
び
三
九

六
番
三

同

市
古
橋
字
土
海
道
一
四
七
五
番
一
及
び

一
四
七
六
番
一

瑞
穂
市
穂
積
字
中
原
一
五
五
五
番
一
及
び
一

五
五
五
番
六

羽
島
市
堀
津
町
須
賀
北
二
丁
目
一
一
七
番
か

ら
一
一
九
番
ま
で

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路

道
路

道
路

道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

可
児
市
今
二
二
八
〇
番
地
の
二

株
式
会
社
東
濃
設
備

代
表
取
締
役

堀

江

研

児

瑞
穂
市
稲
里
六
六
七
番
地
の
一
〇

有
限
会
社
岡
本
工
業

代
表
取
締
役

岡

本

保

夫

下
呂
市
金
山
町
東
沓
部
三
三
一
一
番
地

株
式
会
社
伊
田
屋

代
表
取
締
役

河

尻

吉

雄

岐
阜
市
薮
田
南
四
丁
目
一
番
一
五
号

株
式
会
社
ア
ル
ミ
ッ
ク

代
表
取
締
役

末

武

悟

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
第
二
千
五
百
五
十
号

道
路
の
区
域
変
更(

岐
阜
県
告
示
第
四
百
二
十

三
号)

三
五
〇
頁
上
段
の
表
中｢

飛�
市
古
川
町
大
江｣

は
、｢

飛�
市
古
川
町
太
江｣

の
誤
り
。
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成
二
十
六
年
六
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


